
【主催】社会保険労務士 庄司茂事務所

所長 庄司 茂（しょうじ しげる）

特定社会保険労務士・行政書士・DCｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ・DCﾌﾟﾗﾝﾅｰ
労働保険事務組合 経営労務協会 会長、有限会社トップシード 代表取締役

（財）ひょうご産業活性化センター経営診断助言事業 専門家派遣登録員

【担当スタッフ】 森 貴光（社会保険労務士）、岸田 岳（社会保険労務士）

「「２代目経営者のための２代目経営者のための」」 就業規則就業規則
夜間セミナー ★無料労務相談も併せて実施！

◆日 程：平成２２年３月２６日（火）18：３0～20：30（18：00受付開始）

◆会 場：姫路商工会議所 本館６Ｆ 603会議室 TEL：079-222-6001

◆定 員：４０名（定員になり次第締切）
◆受講料：５，０００円（２人目より 1人２，５００円 消費税込）

■ 受講要綱

社会保険労務士 庄司茂事務所 お問い合わせ：TEL 079-286-5030 メール：ｉｎｆｏ＠ｓｓｓｒ．ｊｐ
〒670-0955 姫路市安田4-36 ﾏｻﾐﾋﾞﾙ3F 運営ＨＰ：兵庫就業規則センター http://www.shugyokisoku.net/

セミナー申込用紙 （そのままFAXにてお申し込み下さい）

TEL

貴社名

FAX

所在地

業 種 社員数

御役職

参加者
御芳名

貴社に就業規則は 有 ・ 無 お申込ＦＡＸ：０７９－２８６－５０４０

問題がある古参社員の扱いに困っている。

優秀な人材が辞めてしまう。

退職した社員から労基署に訴えられた。

能力不足の社員の処遇に困っている。

遅刻、早退などにルーズになっている。

社内の綱紀が緩んでいると感じている。

不必要な残業代が多いと感じている。

欠勤した日を後から有給休暇に変更している。

退職を申し出た後、有給休暇を消化するといって引継ぎ無しに辞めてしまう社員がいる。

パートの就業規則がない。

３つ以上チェックがつけば、「就業規則」を 見直すべきです！

■社内規定チェックポイント１０（こんな事例が貴社にありますか？）

すぐに




